
国の職員・資機材等の緊急搬送 

島根県庁派遣（自衛隊、警察による輸送支援の一例） 
 

 環境省等～入間基地～出雲空港又は米子空港～島根県庁～（ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ）   

 施設敷地緊急事態発生の通報後、あらかじめ定められた100名程度の国の職員をオフサイトセンター及び島
根県庁等に派遣するとともに必要な資機材の緊急搬送を実施 

 その後、状況に応じて追加要員及び資機材の緊急搬送を実施 

島根県庁 

オフサイトセンター 
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③出雲空港又は米子空港～島根県庁 
  人員輸送車等 約40分 

②入間基地～出雲空港又は米子空港 
   輸送機（自衛隊） 約1.5時間 

いる ま 

 ①環境省等～入間基地 

  輸送車両の先導（警察）約1時間 

いる ま 

入間基地 

いる ま 

いる  ま 



他の地方公共団体からの応援 

 原子力災害が発生した場合、国からの支援とは別に、他の地方公共団体から支援を受けるため、協定を締結 

㋒全国都道府県における災害時等の広域 
 応援に関する協定（平成24年5月18日） 
【支援】 
①人的支援及び斡旋 
 ・救助及び応急復旧等に必要な要員 
 ・避難所の運営支援に必要な要員 
 ・支援物資の管理等に必要な要員 
 ・行政機能の補完に必要な要員 
 ・応急危険度判定士、ｹｰｽﾜｰｶｰ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの 
  斡旋 
②物的支援及び斡旋 
 ・食料、飲料水及びその他生活必需物資 
 ・応急復旧に必要な資機材及び物資 
 ・救援及び救助活動に必要な車両、船艇等 
③施設又は業務の提供及び斡旋 
 ・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる情報収集 
 ・傷病者の受入れのための医療機関 
 ・被災者を一時収容するための施設 
 ・火葬場、ｺﾞﾐ・し尿処理業務 
 ・仮設住宅用地 
 ・輸送路の確保並びに物資調達及び輸送調 
  整の支援 
④その他特に要請のあったもの 

㋐中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関
する協定（平成24年3月1日） 
【締結】 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県、高知県 
【支援内容】 
①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資  
 機材の提供 
②被害者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要 
 な物資及び資器材の提供 
③避難、救援、火災、救急活動等に必要な車両、舟艇及 
 び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供 
④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職等の 
 職員の派遣 
⑤避難者を受け入れるための施設の提供 
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

㋐原子力災害時等における広域避難に関
する協定（平成26年5月28日） 
【締結】 
 広島県・岡山県・島根県 
【支援内容】 
①避難者の受入れ 
②避難所等の開設、運営体制移行するまでの避  
 難所等の運営及び避難者の誘導等 
③避難所等の運営等に必要となる人員及び物資 
 の確保 
④スクリーニング等の実施 
⑤前各号に掲げるもののほか、特に要請のあっ  
  た事項 

㋐ 

㋑ 

㋒ 

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定 
 （平成13年1月31日） 
【締結】 
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新
潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根
県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県 
【支援内容】 
①原子力防災資機材の提供 
 ・緊急時モニタリング資機材 
 ・原子力防災活動資機材 
 ・緊急時医療資機材 
②職員の派遣 
 ・緊急時モニタリング関係職員 
 ・緊急時医療関係職員 
 ・その他災害対策関係職員 28 

㋑関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相 
 互応援に関する協定（平成23年10月31日） 
【締結】 
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌
山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市）、九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県） 
【支援内容】 
①職員の派遣 
②食料、飲料水及び生活必需品の提供 
③避難施設及び住宅の提供 
④緊急輸送路及び輸送手段の確保 
⑤医療支援 
⑥その他応援のため必要な事項 

（県における主な６つの協定）※市においても多くの応援協定を締結 

㋑関西広域連合と鳥取県との危機発生
時時の相互応援に関する覚書（平成24
年10月25日） 
【締結】 
関西広域連合、鳥取県 
【支援内容】 
十分な応急対策が実施できない場合に、応援
活動を実施 



５．住民等への情報伝達体制 

＜対応のポイント＞ 
  正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努める。情報伝達に当たって 
 は、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得る。 
 
  住民等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、適切な対応を行える体制を 
 整備する。 
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住民等への情報伝達体制 
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広報車 

 防護措置（避難、一時移転、安定ヨウ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力災害対策本部か
ら、島根県、鳥取県及び関係市に、その内容をＴＶ会議等を活用し迅速に情報提供 

 関係市は、防災行政無線、広報車等を活用し、住民へ情報を伝達 
 障がい者、外国人、観光客等要配慮者への情報伝達にも留意 

緊急速報 
メール 

（エリアメール） 

住民 
 

  ・障がい者の種別に留意して音声情報や文字情報等を組み合わせて提供 
  ・エリアメールは、エリア内であれは観光客や外国人も受信可能 

市 

提供される情報の内容 
   ・発電所の状況   ・放射性物質の放出の有無 
   ・モニタリング結果 ・住民のとるべき行動 等 

防災行政無線 

（戸別受信機） 
屋内告知端末 

屋外拡声子局 市 
ホームページ 

ツイッター 
（松江市の例） 

防災メール ケーブル 
テレビ 



マスコミ等への情報伝達体制 
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 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に係る中央での記者会見は官邸（内閣官房長官が会見を行
い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施し、現地での記者会見は、オフサ
イトセンターにおいて実施 

 必要に応じ、在日外国大使館等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて、本国政府や現地メディアへ
情報提供 

 県においてもテレビやラジオ等に放送要請を行う 

一元的に情報発信を行うことができる体制を構築する
とともに、発信した情報を共有 
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現地 中央 

    

原子力災害対策本部 
（ERC） 

官邸 現地プレスへ 
発表 

外務省 

各国への直接の情
報提供・広報活動 

原子力災害現地対策本部 
（オフサイトセンター） 

発表資料の送付 
各県・各市の災害対策本部 

中国電力㈱ 

現地プレスへ 
発表 

プレスへ
発表 

〇 官房長官による記者会見 

 発表資料の共有 

県 

報道要請 
記者会見 

直接広報 

テレビ、ラジ
オ等の放送・

放映 

ホームページに
よる広報や県有
施設利用者に対
する情報伝達等 

住民 

発表資料 
の共有 



住民相談窓口の設置 

 原子力規制庁は、一般からの問合せに対するコールセンターを設置 
 県及び関係市は、住民からの問合せに対応する相談窓口を設置するとともに、被災者に対する健康相談窓

口等を設置 
 県では専用の臨時電話を開設して職員を配置し、Ｑ＆Ａを準備して対応 
 オフサイトセンターでは、県及び関係市の問合せ対応を支援 

相談窓口の種類 
 
 ① 総合相談 
 ② 住宅全般 
 ③ 放射線 
 ④ 生活資金 
 ⑤ 農林水産業 
 ⑥ 経営・労働 
 ⑦ 学校教育 
 ⑧ 健康や育児 
 ⑨ 被災者への損害賠償請求（中国電力㈱） 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
（原子力規制庁） 

相談窓口 
（中国電力） 

相談窓口 
（日本原子力 

   研究開発機構） 
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相談窓口 
（島根県庁） 

問合せ対応支援 

（オフサイトセンター） 

相談窓口 
（各市役所） 

健康相談 
（各保健所） 心のケア 

（心と体の相談 
センター） 

相談窓口 
（鳥取県庁） 

相談窓口 
（各市役所） 

相談窓口 
（放射線医学 

   総合研究所） 



６．区域別・対象者別の防護措置 
と広域避難等 

＜対応のポイント＞ 
  学校においては、帰宅に支障がある場合を除いて児童・生徒を帰宅させ、家庭において保護 
 者とともに避難に備えることを原則とする（PAZ、UPZ共通）。 
 
  PAZ内においては、全面緊急事態に至った時点で即時避難。ただし、避難よりも屋内退避が 
 優先される場合には屋内退避を実施する。 
   
  UPZ内においては、OIL1（500μSv/h）を超える区域を数時間内を目途に特定し、避難等（移 
 動が困難な者の一時屋内退避を含む）を実施する。また、OIL2（20μSv/h）を超える区域を１ 
 日以内を目途に特定し、１週間程度内に一時移転を実施する。 
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